
岐阜大学 研究推進・社会連携機構 科学研究基盤センター 受託試験，測定及び検査等

取扱要項 
 

（趣旨） 

第１ 岐阜大学研究推進・社会連携機構 科学研究基盤センター（以下「センター｣という。）にお

いて，岐阜大学受託研究取扱規則第２０条の規定に基づき行う定型的な試験，測定及び検査

等の受託研究（以下「試験等」という。）の取扱いについては，この要項の定めるところに

よる。 

（申込みの方法） 

第２ 試験等の申込みは，別紙様式第１号により行うものとする。 

（受入条件） 

第３ 試験等の受入れの条件は，次の各号に掲げるものとする。 

一 第６条に定める試験等の料金は原則として前納するものとする。ただし科学研究基盤セ

ンター長（以下「センター長」という。）が特別の事由があると認めた場合には後納と

することができる。 

二 委託者からの申し出により試験等を中止した場合においても料金は返還しない。ただし，

特別の事情がある場合には，その全部または一部を返還することがある。 

  次に掲げる場合には，委託者の受ける損害に対してセンターはその責任を負わない。 

イ やむを得ない事由によって試験等を中止したため損害が生じたとき。 

ロ 試験等を行うために提出された材料等（以下「材料等」という。）に損害が生じた

とき。 

ハ 第７号の場合において，センターの機器等を使用する者の責による事由によって損

害が生じたとき。 

三 試験等の実施上センター長が必要と認めたときは，材料等の再提出を求めることができ

る。 

四 材料等の搬入及び搬出は，すべて委託者が行うものとする。 

五 センター長が受入れできないと判断した材料等に係る試験等については，受入れをしな

いことができる。 

六 委託者が学内担当者の指導・立会の下で直接センターの機器等を使用する場合は，別紙

様式第２号の使用申請書を提出し，同書の確認事項を遵守し試験等を行うこととする。

ただし、使用者は、センターが行う機器分析の使用に関する講習会を受講した者に限る。 

（受入れ及び結果の通知) 

第４ 試験等の受入れ及びその結果の通知は，センター長の定める手続を経て行うものとする。 

（秘密の保持等） 

第５ センター及び委託者は、試験等の実施で知り得た相手方の秘密，知的財産等を相手方の書面

による同意なしに公開してはならない。 

２ 測定で得られたデータを委託者が公表する場合，原則として岐阜大学名を使用することはで

きない。また、岐阜大学を特定できる表現も同様とする。ただし、センター長が大学名の使

用を許可した場合にはこの限りではない。 

（試験等の料金） 

第６ 試験等の料金は，別表のとおりとする。ただし，研究教育上センター長が必要と認めて試験

等のための材料等の提供を要請した場合には料金を収納しないことができる。 

２ 試験等の料金は，岐阜大学が発行する請求書により収納する。 

 

 

附 則 

この要項は，平成１６年４月１日から実施する。 

附 則 

この要項は，平成２０年４月１日から実施する。 

附 則 

この要項は，平成２０年１１月２６日から実施する。 



附 則 

この要項は，平成２２年１１月２４日から実施する。 

附 則 

この要項は，平成２３年７月 1 日から実施する。 

附 則 

この要項は，平成２６年４月２８日から実施する。 

附 則 

この要項は，平成２７年１月２３日から実施する。 

附 則 

この要項は，平成３０年４月１日から実施する。 



別表 試験等の基本利用料金（注 1, 2） 

機 器 名 （RI研究棟・ゲノム RI実験室） 数 量 料 金 (円) 

Ge 半導体検出器 基本測定 1 件 16,000 

(注 1) 消費税は料金には含まれておらず、別途請求する。 

(注 2) 前処理等が必要な場合については、別途相談の上、確定する。 

 


